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財
産
生
命
保
険
ご
は
如
何
な
る
も

ω
で
あ
る
か
‘
そ
れ
は
如
何
な
る
円
的
の
た
め
に
存
在
L
、
且
つ
、
普
通
の

曾
計
方
法

t
L
τ
行
は
る
、
所
の
修
繕
積
立
金
及
び
減
傾
鈴
却
古
比
較
し
て
、
如
何
な
る
貼
に
長
短
が
あ
る
が
、

政
ぴ
に
経
済
準
備
ご

L
t
-
』
の
保
険
は
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
か
.

ご
い
ふ
こ
ど
仁
つ
い
一
ー
は
、
動
仁
説
明
L
北

る
所
で
ゐ
る

Q

ょ
っ

τ、
こ
、
に
は
、
こ
の
保
険
を
従
前
よ
み
り
存
在
す
る
所
の
各
種
め
保
険
ピ
比
較
し

τ、
そ
の

差
異
を
明
か
に
す
る
Z
共
に
、
ニ
の
保
険
が
、
保
険

ω
一
稽
古
し
て
如
何
な
る
所
に
本
質
上
の
特
色
を
も
つ
か
‘

ご
い
ふ
こ
己
を
明
か
に
し
ゃ
う
ピ
思
ム
。

こ
の
保
険
ご
他
の
保
険
ご
の
差
異
を
越
お
る
に
先
だ
も
・
こ
、
に
設
明
す
ぺ
吉
こ
ご
は
、
こ
の
保
険
に
は
、
保

険
料
以
外
に
、
保
険
契
約
者
は
保
設
麟
金

2
2岱
号
宮
吉
岡
ω
宮
町
内
日
問
。
)
山
支
扮
義
務
を
負
擁
す
る
こ
ご
で
あ
る
。

郎
も
、
例
へ
ば
、
家
屋
生
命
保
険
に
於

τは
、
保
険
曾
枇
は
、
各
例
の
保
険
契
約
ド
っ
き
、

そ
の
保
険
金
額

ω
千

分
の
五
を
、
契
約
成
立
吉
岡
時
に
、
保
全
準
備
金
(
由
一
n
r
2
Z一仲間晶子
-RO)
苦
し
て
積
立
て
る
。
こ
内
準
備
金
は
、

前

披

財
度
生
命
保
険

第
二
十
八
巻

三
凡
九

第

観

四
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命
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二
十
人
容

誰
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第
三
扱

曾
枇
が
一
般
積
立
準
備
金
の
運
用
に
於
て
、
事
業
計
堂
書
に
諌
め
記
載
し
た
る
利
率
の
利
盆
を
皐
げ
得
な
か
っ
た

己
き
、
若
し
〈
は
、
預
定
以
上
の
損
害
が
後
生
し
た
る
ご
き
に
、
こ
れ
を
役
立
た
し
め
る
の
で
あ
る
。

右
の
保
全
準
備
金
仁
手
を
付
り
た
る
場
合
に
同
、
曾
枇
は
、
保
険
契
約
者
よ
b
、
保
調
叫
醜
金
の
惜
別
込
を
徴
集

L
、
再
び
、
守
』
れ
を
保
険
金
額
の
千
分
の
五
仁
維
持
す
る
。
保
険
契
約
者
よ
り
徴
集
す
る
保
持
政
金
は
、
保
険
金

額
正
弐
年
度
保
険
料
正
の
比
率
に
従
っ
て
、
軍
一
な
る
率
に
於
て
保
険
料
に
込
め
て
定
め
ら
れ
る
。
併
し
、

険
年
度
に
於
て
は
、

そ
の
保
険
金
額
の
千
分
の
五
を
超
過
す
る
e

』
さ
な
き
も
の
で
ゐ
品
。
若
し
、

次
年
度
に
於
1

徴
集
す
べ
き
保
険
料
が
な
い
場
合
に
は
、
保
持
酸
金
は
現
金
を
以
て
徴
集
す
る
か
、
或
は
、
保
険
金
額
の
方
を
こ

れ
に
泊
聴
す
る
額
に
ま
で
減
額
す
る
o

保
全
準
備
金
は
、
保
険
期
間
満
期
に
於
て
、
そ
の
保
険
契
約
に
充
嘗
せ
ら

れ
た
る
部
分
の
益
額
を
、
保
険
契
約
者
に
返
滋
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
は
、
家
屋
生
命
保
険
に
於
り
る
保
全
都
備
金
並
び
仁
保
持
醗
金
に
闘
す
る
事
柄
を
一
例
ご
し

τ穆
げ
た
の
で

ゐ
る
が
、

一
つ
は
濁
逸
に
於
て
現
在
の
金
融
界
の
事
情
炉
、
有
償
諮
券
市
場

か
〈
の
如
、
吉
方
法
を
設
け
た
る
は
、

の
安
定
を
呈
す
る
に
至
っ
て
腐
ら
宇
、
積
立
金
運
用
利
率
に
つ
い
て
確
定
的
な
る
見
込
を
立
て
得
F
る
こ
吉
正
、

も
一
つ
は
、

二
の
保
険
が
、
今
、
新
ら
た
に
出
来
た
所
の
も
の
で
、
保
険
事
件
の
費
生
に
つ
き
十
徐
に
信
掘
調
し
得

る
の
歓
迎
的
根
織
を
未
に
有
し
な
い
か
ら
で
ゐ
る
o

保
険
料
以
外
に
於

τ、
保
険
契
約
者
に
磁
金
の
義
務
を
負
携
せ

L
め
た
の
は
、
英
吉
利
に
於
げ
る
初
期
の
笹
利 f呆

1
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火
災
保
険
事
業
仁
於
て
行
は
れ
た
る
所
で
ゐ
品
。
財
産
生
命
保
険
の
現
放
は
、
こ
の
黙
に
於
て
、
恰
も
、
今
、
そ

の
放
践
に
ゐ
る
。
併
し
・

か
く
の
如
き
は
、
原
始
的
航
路
に
於

τは
免
れ
古
る
所
で
あ
る
が
、

一
方
に
於
て
、
蛍

該
一
事
業
に
競
争
が
起
b
・
他
方
じ
於

τ・
事
業
縦
晶
画
の
縦
耐
酬
に
よ
り
保
険
事
件

ω費
生
に
闘
す
る
数
理
的
根
燥
を

見
出
L
得
る

5
2仏
、

や
が
て
廃
止
き
る
べ
さ
も
の
な
る
は
、
火
災
保
険
の
隈
奥
が
説
明
す
る
所
で
ゐ
品
。

財
産
生
命
保
険

ωも
，
フ
一
つ
の
特
色
は
、

こ
れ
は
財
産
保
険
で
ゐ
り
な
が
ら
、
保
険
契
約
者
に
利
盆
の
配
賞
を

な
す
鮎
で
ゐ
品
。
利
盆
配
蛍
ご
い
ふ
こ
吉
弘
、
生
命
保
険
に
於
一
ー
は
、

こ
れ
を
行
ム
も
の
も
少
く
は
な
い
が
、
今

日
出
り
財
車
問
保
険
に
は
、
他
に
殆
ど
そ
の
例
を
見
な
い
γ

も
の
で
ゐ
る
。

家
屋
生
命
保
険
に
例
を
求
め
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
正
・
曾
祉
は
、
保
険
契
約
者
に
謝
す
る
利
盆
配
蛍

ω基
本

正
し
、
且
っ
そ
の
卒
均
を
保
つ
た
め
に
、
利
益
積
立
金
を
作
品
。
こ
の
積
立
金
に
組
入
れ
ら
品
、
も
の
は
、
第
一

に
は
、
俳
剰
利
盆
で
あ
る
o

即
ち
、
曾
枇

ω積
立
金
の
運
用
仁
よ
る
利
盆
が
、
事
業
計
査
の
預
定
利
盆
率
よ
り
も

大
な
る
己
き
は
、
技
術
上
の
損
害
準
備
金

(
a
o
z
n
F
E
R
k
m
n
E色町号
a
n
2
0
)
に
組
入
る
、
総
剰
利
子
の
九
割

を‘

ζ

の
利
益
積
五
金
に
組
入
れ
る
d

第
二
に
は
、
損
害
の
填
補
に
充
留
す
べ
き
保
険
料
の
部
分
一
炉
、
損
害
の
後

生
が
な
か
っ
た
治
め
仁
全
然
使
用
せ
ら
れ
。
さ
る
場
合
に
は
、
そ
の
五
割
を
、

一
』
の
利
盆
積
立
金
に
組
入
れ
る
。
第

コ
言
、
前
越
山
保
全
準
備
金
が
不
用
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
牢
額
を
利
益
積
立
金
に
組
入
れ
る
o
第
四
は
、

論

議

財
直
生
命
保
険
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二
十

λ
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三
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-
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論
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八
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四
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財
車
止
命
保
険

九

第

焼

ヲ
ぞ
れ
ら
の
外
仁
・
曾
赴
は
、
少
〈
ど
も
毎
年
純
利
益
の
一
制
を
、
こ
の
契
約
者
の
た
め
へ
の
利
盆
積
立
金
に
組
入

れ
る
。利

盆
積
立
金
よ
b
す
る
契
約
者
へ
の
即
嘗
は
‘
各
五
保
険
年
度
の
艦
叫
制
緩
に
行
ふ
の
で
あ
る
が
、
残
除
金
の
計

算
及
び
配
嘗
の
品
川
配
は
、
曾
枇
の
事
業
計
査
書
に
於
て
、
そ
の
方
法
を
規
定

L
、
監
督
官
鹿
の
許
可
ピ
、
営
事
者

の
合
意

BE伊』以
τす
る
の
で
な
り
れ
ば
・
』
れ
を
越
更
し
な
い
。
ま
た
、
，
」
の
利
盆
分
配
の
計
算
は
、
曾
祉
の
事
業

報
告
書
に
掲
載
す
る
o

利
盆
配
嘗
金
は
、
ニ
ヶ
年
内
に
請
求
じ
な
り
れ
ば
.
そ
の
支
搬
を
謝
絶
寸
品
。

こ
れ
が
、
家
屋
生
命
保
険
に
於
り
る
利
益
配
信
の
や
h
方
で
あ
る
。
か
〈
の
如
き
、
利
盆
配
嘗
を
行
ふ
の
は
、

ニ
の
保
険
が
、
他
の
財
産
保
険
Z
呉
b
、
長
期
の
契
約
千
し
て
行
は
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
・
舎
魁
ご
契
約
者
ピ

の
利
害
を
調
和
し
、
永
〈
親
善
閥
係
全
保
つ
の
必
要
ゐ
る
正
共
仁
、
ま
た
、
こ
の
保
険
は
前
越
の
如
〈
、
保
険
料

以
外
に
契
約
者
に
保
謎
酸
金
正
い
ふ
も
の
、
支
抑
負
措
の
責
任
金
負
は
L
h
u
る
も
の

T
め
る
か
ら
市
こ
れ
に
掛
踏

す
る
た
め
に
、
鈴
剰
利
盆
は
契
約
者
に
こ
れ
を
分
つ
こ
芭
仁
し
た
の
で
め
る
。

こ
の
利
盆
配
債
と
、
前
漣
の
保
謹
骸
金
ご
は
、
今
日
行
は
る
、
財
産
生
命
保
険
に
於
付
る
特
色
で
ゐ
る
が
、
併

L
、
こ
れ
ら
は
、
た
い
そ
の
賞
行
上
に
於
り
る
特
色
ピ
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
こ
の
保
険
に
悶
有
な
る
特
色
で
は
な

ぃ
。
か
〈
の
如
き
も
の
が
な
〈

τも、
一
』
の
保
険

u、
他
の
保
険
ご
幾
多
の
勤
に
於
て
異
る
所
が
あ
る
。
よ
ハ

J
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L 、

こ
、
に
、
更
に
そ
れ
ら
の
諸
結
に
つ
い

τ通
ぶ
る
で
あ
ら
う
。

財
産
生
命
保
険
は
定
額
保
険
な
る
粕
に
於
て
生
命
保
険
吉
岡
じ
〈
、
財
産
損
害
填
補
保
険
ピ
異
る
。
印
も
財
産

生
命
保
険
じ
於
て
は
、

そ
の
保
除
金
額
は
、
必
T
去
の
同
情
に
り
受
取
る
も
の
で
あ
る
。
保
険
期
間

ω満
期
以
前
に

於
て
修
繕
提
填
補
の
た
め
に
保
険
金
山
支
抑
を
受
〈
る
場
合
じ
は
・

そ
の
額
だ
け
は
爾
叫
悼
の
保
険
金
額
よ
り
減
額

せ
ら
る
、
り
れ
ど
も
、
最
後
ま
で
仁
受
取
る
所
を
合
計
す
れ
ば
、
最
初
に
定
め
た
る
保
険
金
額
ピ
同
一
正
な
る
。

こ
の
駄
、
生
命
保
険
に
於
て
も
、
出
慣
疾
の
た
め
、

是
の
保
険
金
額
の
一
定
割
合
を
前
排
ひ
す
る
も
の
に
あ
っ

π

は
、
そ
の
前
梯
額
に
り
、
最
後
の
保
険
金
支
挑
ひ
ょ

h
控
除
せ
ら
る
、
け
れ
ど
も
、
結
局
に
於
て
、
保
険
金
額
の

金
額
を
受
取
る
こ
言
、
な
る
の
さ
同
じ
-
』
ご
で
あ
る
。

財
産
生
命
保
険
も
生
命
保
険
も
定
額
保
険
で
ゐ
る
貼
に
於
て
は
同
一
で
ゐ
る
が
、
そ
の
定
額
E
す
る
所
の
保
険

金
額
は
、
生
命
保
険
の
場
合
に
於
て
は
、
全
然
、
契
約
者
の
任
意
に
定
な
る
所
で
あ
る
に
反
し
、
財
産
生
命
保
険

に
ゐ
つ
で
は
、
被
保
険
財
産
に
つ
い
て
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
っ
て
定
む
る
の
相
違
が
あ
る
。

生
命
保
険
に
於
て
は
、
右
の
如
〈
、
保
険
金
額
は
、
全
〈
、
契
約
者
の
任
意
に
定
め
得
る
所
で
あ
っ
て
、
何
等

客
州
制
的
標
準
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
ま
た
二
重
三
重
に
締
結
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
財
産
生
命
保

険
に
於
て
は
、
被
保
険
財
産
の
償
値
以
上
に
は
重
複
保
険
を
附
け
る
こ
ご
が
出
来
な
い
。

財
産
生
命
保
険
は
右
の
如
〈
定
額
保
険
で
あ
る
に
瓦
L
、
財
産
損
害
填
補
保
険
に
於
T
は
.
保
険
金
は
損
害
額

諭

叢

;lL 
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十
λ
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財
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生
命
保
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十
λ
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第

脱

四
，、

を
限
度
正
す
る
も

ωで
ゐ
っ
て
.
保
険
金
額
は
た

v
そ
の
填
補
額

ω最
大
限
度
を
表
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
も

ωで

ゐ
る
o

郎
も

F

」
れ
は
定
額
保
険
に
劃
し
評
倒
保
険
ど
も
い
叫
る
べ
き
も

ωで
ゐ
る
。

財
産
生
命
保
険
は
長
期
の
契
約
言
し
て
符
は
る
、
知
も
、
生
命
保
険
Z
類
似
し
て
鵠
寄
填
補
保
険
正
異
る
。
併

し
、
生
命
保
険
特
l
生
作
保
険
及
び
養
老
保
険
に
於
り
る
保
険
期
間
は
、
会
ケ
契
約
者
の
任
意
仁
定
む
る
所
で
あ

る
げ
れ
ど
も

財
産
生
命
保
険
に
於

τは
、
こ
れ
も
蛍
該
被
保
険
財
産
に
つ
い
て
、
専
門
家
の
鑑
定
を
殺
っ
て
定

む
る
馳
が
異
つ

τ居
る
。

か
〈

ω如
〈
、
則
康
生
命
保
険
は
、

そ

ω外
形
に
於

τ、
財
産
損
害
填
補
保
険
よ
hJ
も
む
[
ろ
多
〈
生
命
保
険

に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
.

も
ご
よ
h
、
そ

ω本
質
に
於
ー
は
生
命
保
険
Z
異
る
も
の
で
、
財
産
保
険

に
嵐
す
る
も
の
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
郎
も
生
命
保
険
は
人
間
の
生
命
を
保
険
事
件
己
す
る
に
謝
し
・

財
産

生
命
保
険
は
則
盛
山
金
鎖
的
倒
値
を
減
減
せ
し
む
る
事
柄
を
保
険
事
件
正
す
る
。
ま
た
、
生
命
保
険
は
必
中
し
も

被
保
険
者
の
生
命
の
金
銭
的
傾
他
的
維
持
者
し
く
は
回
復
を
目
的
ご
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
財
産
生
命
保
険

は
、
被
保
険
財
産

ω金
銭
的
傾
値
の
維
持
者
し
〈
以
回
復
存
目
的
正
す
品
も
の
な
る
貼
も
、
そ
の
根
本
的
の
相
違

で
あ
る
。

右
は
、
財
産
生
命
保
険
ご
他
の
保
険
芭
の
差
異
の
大
要
で
ゐ
る
が
、
真
に
、
こ
の
保
険
の
本
質
が
如
何
な
る
も



の
で
ゐ
る
か
を
見
極
め
る
た
め
仁
は
、

こ
れ
を
従
前
よ
h
行
は
る
、
財
産
保
険
己
比
較
し
な
り
れ
ば
な
ら
向
。
従

前
よ
-hJ
行
は
れ

τ居
る
財
産
保
険
じ
於

τは
、
火
災
保
険
も
海
上
保
険
も
、

宅
の
仰
い
づ
れ
も
・
何
等
か
偶
然
な

る
事
件
に
よ
っ
て
財
産
上
に
受
げ
た
る
損
害
を
填
補
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
o

従
っ
て
、
従
前
は
、
財
産
保
険
は

総
て
み
な
損
害
保
険
で
あ
っ

τ、
こ
れ
を
、
人
保
険
ト
属
す
る
も
の
、
う
も
に
類
似
を
求
む
る
な
ら
ば
、
災
害
保

険
(
傷
害
保
険

CH岳

-zgrrEロ
問
}
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
ゐ
る
。
故
に
、

そ
の
貼
よ
h
見

τ、
こ
れ
ら
の
保

険
は
、
周
産
災
害
保
険
{
〈
耳
目
印
刷
。
E
E
P
-
-
4
3
r
F
O
B口問
)
t
い
ふ
こ
さ
が
出
来
る
。

然
る
仁
、

-』

ω財
産
生
命
保
険

u・
そ
の
全
般
の
作
用
か
ら
-
』
れ
を
見
る
ご
き
は
、

こ
れ
を
損
害
保
険
ご
は
言

へ
な
い
性
質
を
も
っ
て
居
る
。

こ

ω保
険
に
於
て
は
、
前
に
遮
べ
た
や
う
に
、
火
災
ピ
か
、
雷
火
ご
か
、
氾
濫
芭

か
、
爆
俊
正
hr
の
調
は
ゆ
る
「
尖
畿
的
な
強
力
な
原
因
」
に
よ
る
腕
の
損
害

(
m
n
F
E
S
仏日
nF
司

-oErro
常

E-7

E
ヨ
o
d
E
-の
FO}
の
填
怖
を
目
的
正
し
な
い
で
も
な
い
り
れ
ど
も
、
そ
れ
は
寧
ろ
附
随
の
事
柄
己
な
っ

τ居
る
の
で

あ
る
o

そ

ω固
有
の
保
険
事
件
ご
す
る
所
は
、
主
芭

L
て
先
に
遁
ぺ
た
や
う
な
可
修
損
傷
(
出
色
町
各
自
印
n
E《
同
何
回
)

t
、
使
用
可
能
性

ω減
少
ま
た
は
喪
失
(
出
宮
弘
司
言
問
。
山

q
〈
2
7
5
仲
号
刊
の
号
E
R
Z
R
E
m
r
o
s
z
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
突
俊
的
な
強
力
な
原
因
仁
よ
る
所
の
尉
品
目
倒
値
の
滅
失
ゃ
、
調
は
ゆ
る
可
修
損
傷
に
よ
る
尉

産
舗
値
の
減
少
の
或
場
合
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
〈
、
経
済
上
の
意
味
に
於
て
損
害
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
こ
の
保

険
仁
於
て
保
険
事
件
ご
し
て
居
る
所
内
使
用
可
能
性
の
減
少
ま
た
は
喪
失
ピ
い
ふ
む
の
は
・
物
質
的
意
義
に
於
U

諭

叢

財
産
生
命
保
険

都
三
十
λ
晶
甘
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丸
五
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言首

讃

財
産
生
命
保
険

第
二
十
人
巻

丸
プ古

第

挽

四
八

は
損
害
若
し
く
は
損
失
で
あ
る
に
し
て
も
、
極
端
胴
上
の
意
義
に
於
て
は
決
し
て
損
害
で
は
な
い
。
何
ご
な
れ
ば
、

こ
の
使
用
可
能
性
の
減
少
ご
い
ム
-
』
ピ
は
、
そ
の
も
の
、
殺
用
享
受
の
結
果
正
し
て
生
守
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で

ゐ
品
。
殊
に
こ
の
保
険
ψ
場
合
じ
於
て
は
、
専
門
家
が
鋭
定
し
て
、
例
へ
ば
、
五
十
年
の
使
用
に
耐
ゆ
る
も
の
己

認
め
、
そ
の
五
十
年
聞
を
完
全
仁
徳
用

L
t
後
に
使
用
日
耐
え
苫
る
じ
至
っ
た
も

ωで
、
そ
の
も
の
、
致
用
を
完

会
に
享
受
し
て
居
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
経
済
上
に
於
て
明
ら
か
に
何
等
の
損
害
も
な
い
。

私

ω見
る
所
に
よ
る
ピ
、
経
済
上
の
怠
議
に
於

τ、
損
害
若
し
〈
は
損
失
ご
い
ふ
の
は
、
五
口
々
が
経
済
財
ご
認

む
る
も
の
よ

h
.
そ
の
放
用
を
未
だ
完
全
に
享
受
し
な
い
う
も
に
、

そ
の
金
銭
的
須
佐
が
他
り
原
因
に
よ
っ
て
減

少
し
若
し
〈
は
滅
失
す
る
こ
Z
で
ゐ
る
。
品
別
用
享
受
ご
い
ふ
派
閥
に
よ
っ
て
経
済
財
の
金
銭
的
調
値
が
減
少
し
若

し
く
は
滅
失
す
る
ヨ
』
ピ
は
、
経
隣
財
そ
の
も
の
、
存
在
使
命
を
巣
し
た
も
の
で
あ
b

・か
、
る
掴
慣
低
減
少
の
経
過

は
消
提
古
い
は
晶
、
も
の
で
ゐ
っ
て
、
経
済
行
錯
の
本
来
の
総
局
の
目
的
正
す
る
所
で
ゐ
ゐ
。
経
楓
胴
上
の
意
義
に

於
て
損
害
若
し
く
は
損
失
Z
V
ふ
の
は
、

こ
の
消
費
に
謝
立
す
る
蹴
念
で
あ
っ
て
、
致
用

ω享
受
に
よ
り
て
債
値

の
減
少
滅
失
す
る
は
消
費
で
ゐ
り
、
然
ら
宇

L
て
償
低
の
減
少
滅
失
す
る
は
損
害
若
し

f
は
提
失
で
あ
る
。

車
に
物
質
的
意
義
に
於
て
言
ム
な
ら
ば
、
物
の
形
が
段
れ
、
量
が
減
じ
、
質
が
獲
る
な
ど
は
、
或
は
そ
れ
だ
り

で
損
害
ご
も
損
失
正
も
い
ひ
得
る
に
精
進
な
い
で
あ
ら
5
0
併
し
経
済
上
の
意
義
に
於
て
は
、
ぞ
れ
が
、
真
に
、

致
用

ω享
受
古
関
聯
し
て
居
る
か
ど
-
フ
か
を
必
宇
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
致
用
の
享
受
に
よ
り
て
こ
れ
が
生
じ
た



の
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
縦
ひ
物
質
的
忠
義
に
於
て
は
、
損
失
で
あ
る
に
し
て
も
、
経
済
上
の
意
義
に
於
て
は

損
失
で
は
な
〈
て
消
設
で
あ
る
。
若
し
-
』
の
匝
別
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
吾
々
が
飯
を
食
ひ
・
衣
を
着
、
家
屋
に

住
む
ニ
己
は
い
づ
れ
も
、
み
な
、
損
害
で
あ
る
古
い
は
な
げ
れ
ば
な
ら
守
、
結
局
、
生
活
ご
い
ふ
も
の
は
損
害
の

外
に
意
義
な
き
も
の
ご
な
る
で
ゐ
ら
う
。
こ
れ
は
物
質
的
意
義
の
み
を
見
て
縦
横
的
意
義
を
排
別
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。右

に
遁
ぷ
る
が
如
(
.
-
w

の
保
険
に
於

τ、
そ
の
満
期
の
場
合
に
生
中
る
所
の
使
用
可
能
性
の
減
少
若
し
く
は

喪
失
己
い
ふ
も
の
は
、
損
失
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
使
用
の
結
果
.

即
も
致
用
享
受
の
結
旧
市
生
じ
た
る
偲
儲
の
減

少
若
L
〈
は
滅
失
で
あ
る
。
財
産
生
命
保
険
は
、

こ
の
場
令
に
そ
の
減
少
し
た
る
若
し
(
は
滅
失
し
た
る
金
銭
的

債
他
を
回
復
す
る
た
め
に
保
険
金
の
支
梯
を
な
す
。
そ
し
て
、
ぞ
れ
が
、

む
し
ろ
、
こ
の
保
険
の
本
来
の
使
命
正

す
る
所
で
ゐ
る
。
故
仁

こ
の
職
能
の
上
よ
h
-
』
の
保
険
を
槻
察
す
る
な
ら
ば
、
唱
】
の
保
険
は
、
財
産
保
険
で
ゐ

る
け
れ
Y
」
も
・
従
前
の
財
産
保
険
吉
田
持
h
、
必
宇
し
も
損
害
填
補
正
い
ふ
作
用
を
も
っ
こ
ご
の
な
い
財
産
保
険
で

あ
る
。然

る
に
、
こ
り
保
険
の
計
責
者
や
こ
の
保
険
事
業
の
関
係
者
逮
は
、
総
て
み
な
、
こ
の
保
険
を
損
害
保
険
で
ゐ

る
ご
看
倣
し
・
保
険
誇
券
に
於
て
も
、
保
険
金
の
支
梯
は
総
て
損
害
の
填
補
た
る
が
如
〈
に
理
解
せ
ら
れ
る
文
字

論

議

助
産
生
命
保
険

第
二
十
入
容

三
九
七

第
=
一
規

四
丸



論

議

ブL
，1. 

第
二
十
λ
魯

財
陀
生
命
保
険

第一一一一瞬

五
O 

を
使
用
し
一
1
居
る
。
例
へ
ば
・
前
述

ω使
用
可
能
性

ω減
少
ま
た
は
喪
失
を
、
軍
に
き
う
い
は
?
に
、
「
使
用
可

抱
性
の
減
少
ま
た
は
喪
失
に
よ
る
物
的
損
害
」
(ι
ぽ

ι
z
R
F
呂
E
O
E尚
昆
q
〈
包
ロ
且
仏
日
の
島
日
5
E由民間一日目昨

2
5
0『
g
仏
何
回
印
刷

nZηrag)
古
い
ひ
、
ま
た
保
険
金
の
支
抑
ひ
を
「
損
害
の
支
梯
」
(
印
の
宮
内
庁
E
E
E
E問
)
己
い
ふ

が
如
き
で
ゐ
る
。
そ
し
て
.

が
〈
の
如
き
は
‘
田
早
に
、
保
険
設
第
上
の
文
言
が
古
う
な
っ
て
居
る
ば
か
り
で
は
な

〈

こ
の
保
険
に
闘
し
て
今
日
ま
で
に
諭
越
せ
ら
れ
た
る
著
書
論
文
に
於

τも
亦
、
こ

ω
保
険
を
損
害
保
険
で
あ

る
ご
論
じ
・
殊
に
唱
、
れ
含
損
害
保
険
で
の
品
ピ
説
明
せ
ん
が
廿
め
に
断
る
繁
雑
な
る
議
論
を
な
ー
も
の
が
あ
る
ω

併
し
、

こ
れ
ら
り
論
著
は
い
づ
れ
も
事
業
関
係
者
の
手
に
成
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
要
す
る
に
、

こ
の
見
解
は
事
業

の
便
宜
よ
り
出
で
た
も
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
濁
逸
保
険
法
の
規
定
に
由
来
す
る
。

〈
旦
止
の
F
O
B
P
m
s
o
H昨
日
間
)
は
、
そ
の
第
一
僚
に
於
て

舗
逸
保
険
契
約
訟

(
P
E
N
g
q
品目

m
n
F卵
白
内
ロ

ω〈
の
?

ω』

nF023問
(
損
害
保
険
)
ミ
人
保
険

(
P
2
5ロ
2
3
r
Z
Eロ
同
)

子
炉
』
規
定
し
て
・
保
険
は
一
」
の
こ
つ
の
純
類

ω

も
の
が
、

こ
の
法
倖
の
下
に
認
め
ら
れ
た
る
も
の
な
る
を
明
か
に
し
て
居
る
。

こ
の
鮎
、

日
本
商
法
が
、
人
保
険

の
う
ち
で
は
、
そ
の
一
関
で
ゐ
る
生
命
保
険
の
み
吉
、
そ
し

τこ
れ
に
劃
立
す
る
も
の
己
し
て
損
害
保
険
子
炉
訟

め
て
居
る
に
比
ぷ
る
な
ら
ば
、
叫
相
I
由
聞
い
範
囲

ω保
険
を
認
め
て
居
る
り
れ

E
も
、
財
産
保
険
の
う
も
で
は
、
損

害
保
険
に
り
を
認
め
て
・
損
害
保
険
以
外

ω財
崖
保
険
を
認
め
工
居
な

νの
は
、
岡
国
法
に
於
り
る
共
通
の
侠
罰

で
あ
る
。

30. M川 1<)081) 



併
し
乍
ら
、
人
保
険
に
封
立
す
る
も
の
は
財
産
保
険
で
な
け
れ
ば
な
ら
宇
、
損
害
保
険
仁
樹
立
す
る
も
の
は
非

損
害
保
険
で
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
そ
れ
が
理
論
的
な
分
類
で
ゐ
つ

τ、
財
産
保
険
t
損
害
保
険
ピ
を
同
一
視
す
る

は
，
こ
、
に
述
べ
た
る
財
箆
生
命
保
険
な
る
も
の
が
出
来
上
る
ま
で
は
、
事
賃
上
に
於
て
は
差
支
な
か
っ
た
も
の

で
ゐ
る
が
、
理
論
上
に
於
て
は
や
は

h
不
都
合
で
ゐ
り
、
ま
し
て
、

こ
の
保
険
が
出
来
て
後
は
、
事
質
上
に
於

τ

も
理
論
上
に
於
て
も
、
支
持
し
得
る
見
解
で
は
な
い
。

併
し
保
険
契
約
法
が
縦
ひ
間
違
ひ
に
も
せ
よ
か
、
る
見
解
を
さ
る
以
上
は
、
人
保
険
に
あ
ら
F
る
も
の
は
損
害

保
険
で
な
け
れ
ば
、

ニ
の
法
律

ω下
に
於
て
は
保
険
契
約
ご
し
亡
の
放
川
市
を
有
す
ゐ
こ
芯
が
出
来
な
い
。
ぞ
れ
で

は
賀
行
上
頗
る
不
利
不
便
で
ゐ
る
。
こ
、
に
於
て
経
済
上
の
本
来
の
性
質
に
於

t
は
損
害
保
険
ご
い
ふ
誇
に
ゆ
か

ぬ
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
倒
産
生
命
保
険
金
計
輩
し
こ
れ
金
管
刺
事
業
ご
な
古
ん
ご
す
る
も
の
は
、
有
意
識
無
意

識
に
強
い
じ
こ
れ
を
損
害
保
険
で
あ
る
ご
い
ふ
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て
物
的
財
産
は
い
づ
れ
も
物
質
的
意
義

仁一於
d
1
H

仏
、
前
仁
述
べ
わ
い
る
が
如
く
、
損
害
若
し
く
は
損
失
を
毅
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
保
険
ご
い
ふ
は
物

質
的
意
義
的
損
筈
の
場
合
に
、
保
険
金

ω支
抑
ひ
を
な
す
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
通
俗
の
見
解
が
成
h
立
つ
。
こ
れ

力支

こ
の
財
産
生
命
保
険
を
損
害
保
険
で
あ
る
ご
見
倣
さ
ん
ご
す
る
傾
向
そ
助
〈
る
-
』
己
も
見
逃
l
得
な
い
i
o

こ
の
物
質
的
意
義
の
損
害
ご
経
済
的
意
義
的
一
損
害
ご
は
、
前
に
崎
地
べ
た
る
が
如
〈
、
事
象

ω本
質
を
異
に
す
る

も
の
で
ゐ
る
o

そ
し

τ、
保
険
に
於

τ填
補
す
る
所
の
損
害
ご
い
ふ
も
の
は
‘
物
質
的
意
義
の
損
害
で
は
な
く
、

篇
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五

経
済
的
意
義
の
損
害
で
め
る
。
殊
に
主
ご
し
て
金
銭
的
損
害
で
あ
る
。
損
害
保
険
正
い
ふ
意
味
は
、
金
銭
上
の
慣

害
を
填
補
す
る
保
険
ヰ
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
尤
も
、
損
害
保
険
に
於
て
、
保
険
事
件
ご
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
は
、

火
災
己
か
、
沈
設
ご
か
、
倒
壊
ご
か
、
衝
突
己
か
い
ふ
や
う
な
物
的
損
害
を
惹
起
す
事
件
か
、
或
は
物
的
損
害
そ

れ
自
他
で
あ
る
o

か
〈
の
如
き
も
の
を
保
断
事
件
記
し
て
活
る
か
ら
、
損
害
保
険
に
於
て
換
制
す
る
所
は
、
近
械

こ
の
保
険
事
件
そ
の
も
の
を
緋
戒
す
る
所
の
物
的
損
害
で
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
o

的
に
-
』
れ
を
見
れ
ば
、

例
へ
ば
我
闘
の
火
災
保
険
詮
券
に
は
、
「
戦
争
・
暴
動
、
一
授
、
其
他

ω事
越
の
勉
め
に
生
じ
た
る
火

災
、
及
並
(
延
焼
其
仙
の
損
害
」
ぜ
か
、
「
地
震
又
は
噴
火
の
斜
め
に
生
じ
た
る
火
災
及
び
其
延
焼
共
他
的
損
害
」
ご

加
、
ま
た
は
「
汽
幡
、
汽
機
共
他
機
闘
の
破
裂
又
は
火
襲

ω爆
畿
の
勉
め
に
生

ιた
る
火
災
共
他
の
損
害
」
£
い
ふ

や
う
に
、
損
害
保
険
縫
努
に
謝
ム
所
の
損
害
は
、
物
的
意
味
に
於
げ
る
損
害
を
意
味
す
る
が
如
き
文
言
を
採
用
し

て
、
保
険
業
者
自
ら
も
、
物
的
意
味
に
於
け
る
田
明
書
正
経
済
上
の
意
味
に
於
付
る
損
害
ご
を
混
同
し
て
居
る
。

併
し
、
損
害
保
険
に
於
て
は
、
物
的
損
害
e

伊
慈
き
起
す
事
件
若
し
〈
は
物
的
損
害
そ
れ
白
樺
を
以
T
、
保
険
事

殊
に
.

件
ご

L
τ
居
る
り
れ
H
Y

」
も
、
そ
れ
は
、

か
、
品
物
的
損
害
を
填
補
す
る
の
意
味
を
表
は
し
て
居
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
さ
う
い
ふ
物
的
損
害
が
経
済
上
の
損
害
の
原
因
で
あ
る
か
ら
、

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
o

損
害
保
険
に
於
て
填
補
す
る
所
は
、
極
端
胴
上
の
損
害
、
郎
も
金
銭
的
損
害
の
外
に
は

-
』
の
原
因
た
る
も
め
を
以
て
保
険
事
件
ピ
す

な
い
o

経
済
的
意
義
よ
h
外
の
意
義
的
損
害
は
経
済
上
り
仕
組
で
ゐ
る
所
的
保
険
な
る
も
の
、
庇
接
に
は
如
何

ぜ
も
す
る
長
ご
が
出
来
な
い
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
美
術
品
め
損
害
の
場
合
を
見
れ
ば
最
も
朋
か
で
ゐ
る
。
美
術



品
の
損
害
の
場
合
に
、
保
険
者
は
保
険
金

ω支
抑
ひ
を
な
す
か
ら
、

そ
の
金
銭
的
損
害
は
司
』
れ
を
填
補
す
る
こ
ピ

が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
美
術
品
そ
り
も
ゅ
は
-
』
れ
を
填
補
し
若
し
く
は
回
復
す
る
こ

Z
は
出
来
す
、
ま
た
、
さ
う

い
ふ
-
』
ご
を
保
険
者
は
す
る

ωで
も
な
い
。
故
に
、
法
枠
に
於
て
認
め
て
居
る
所
内
損
害
保
険
ご
い
ふ
も
の
も
、

物
質
的
意
識
の
損
害
古
い
ふ
こ
己
を
保
険
事
件
ご
す
る
け
れ
ど
も
、

ら
伯
、
古
は
、
頗
る
明
か
な
る
所
で
あ
る
o

そ
の
填
補
す
る
所
は
経
済
上
山
損
害
仁
外
な

右
に
崎
地
よ
る
が
如
く
で
あ
る
か
ら
、
財
産
生
命
保
険
な
る
も
の
に
於
て
も
、

そ
の
保
険
事
件
ご
す
る
も
の
は
、

悉
く
物
質
的
意
義
仁
於
て
は
損
害
た
る
も
の
で
あ
る
げ
れ
ど
も
、

そ
れ
を
以

τ直
も
に
こ
の
保
険
セ
損
害
保
険
己

認
む
る
は
頗
る
早
計
で
あ
る
。
損
害
保
険
正
い
ふ
ニ
ご
が
、
解
決
上
の
意
義
に
於
け
る
損
害
を
填
補
す
る
保
険
で

め
る
以
上
、
こ
の
保
険
に
は
前
通
の
如
〈
、
損
害
の
填
補
正
い
ふ
ニ
ピ
が
そ
の
目
的
ご
な
っ
て
居
な
い
場
合
も
あ

る
か
ら
、

こ
れ
は
、
損
害
保
険
ご
い
ひ
得
な
い
性
質
を
も
っ
所
の
財
産
保
険
で
あ
る
ご
言
は
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
乍
ら
、
こ
の
物
質
的
意
義

ω損
害
ざ
経
済
上

ω意
義
の
損
害

Zω
回
別
は
、
純
情
準
的
な
訓
練
守
経
て
居

な
い
頭
臓
に
は
縫
円
却
に
瑚
解
L
得
な
い
所
で
あ
る
。
世
俗
に
於
て
は
h
u
し
ろ
多
(
こ
れ
を
混
同
し
て
居
る
。
財
産

生
命
保
険
の
事
業
開
係
者
逃
が
、

こ
の
保
険
を
損
害
保
険
ピ
見
倣
す
の
は
、
有
意
識
か
無
意
識
か
、
物
質
的
意
義

の
損
害
Z
経
済
上
の
意
義
の
損
害
ピ
の
世
俗
的
見
解
に
於
け
る
混
同
を
刺
周
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
本
質
を
明

一
-
の
保
険
は
、
前
に
諸
説

L
た
が
や
う
に
、
損
害
填
補
正
い
ふ
こ
ご
を
以
て
設
明
[
得
な
い
所
の

部
品
川
を
も
っ
て
居
る
。
放
に
、
私
は
、
こ
の
保
険

ω出
現
以
来
、
則
産
保
険
の
な
か
に
も
、
提
害
保
険
で
な
い
も

か
に
す
れ
ば
、
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の
が
出
来
て
来
た
の
で
、
保
険
の
嫌
鹿
市
民
上
に
於
り
る
一
つ
の
大
話
な
時
期
を
劃
し
た
も
の
で
見
る
の
で
あ
る
。

g 

5 

省
に
遮
ぷ
る
が
如
，
¥
財
産
生
命
保
険
は
、

そ
の
本
質
に
於
て
、
損
害
保
険
で
あ
る
さ
見
倣
!
得
な
い
郎
分
を

合
む
で
居
4
Q
Q

か
〈
的
如

3
財
所
保
険
は
・
こ
れ
を
私
法
閥
係
に
於
て
行
っ
て
も
、
加
畑
逸
法
に
於
け
る
ご
同
じ
(

我
商
M

借
り
下
に
於
て
は
、
保
険
契
約
ご
し
て
取
扱
は
晶
、
こ
芭
が
出
来
な
い
も
の

F
ゐ
る
o

従
っ
て
、
我
闘
に
於

て
こ
の
保
険
ど
貨
符
す
る
-
1
G
炉
、
民
衆
心
生
活
上
必
要
と
す
品
の
時
期
が
来
っ
て
も
、
保
険
の
名

ω
下
に
於
て

は
、
二
れ
を
質
行
す
る
ニ
古
が
出
来
な
い
。
若
し
強
い
て
、
請
は
ゆ
る
法
律
の
活
き
た
る
解
稗
ピ
い
ふ
美
名
の
下

に
‘
こ
れ
少
損
害
保
険
ご
溜
め
、
商
法
の
規
定
の
適
用
を
許
さ
ん
ご
す
る
な
ら
ば
、
そ
は
訪
婦
を
以
て
英
理
を
礎

ひ
‘
珊
刊
論
を
曲
げ

τ法
の
一
脚
謹
を
害
す
る
こ
ご
、
な
る
o

財
産
生
命
保
険
な
る
も
の
、
出
現
は
、
保
険
契
約
法
の

改
正
を
促
す
所
の
一
つ
の
有
力
な
る
原
因
で
あ
る
。

こ
の
貼
よ
b
諭
す
れ
ば
、
我
が
保
険
に
闘
す
る
法
規
は
、
基
本
的
分
類
よ
り
こ
れ
を
改
正
し
て
、
人
保
険
に
掛

立
す
る
に
則
産
保
険
を
以
て
し
、
現
行
規
定
の
生
命
保
険
は
前
者

ω
一
部
ぜ
し
、
ま
た
損
害
保
険
は
後
者
の
一
部

t
す
る
も

ω
zせ
な
げ
れ
ば
な
ら
れ
刷
。
そ
し

τこ
れ
正
共
ド
、
今
日
、
損
害
保
険
正
し
て
取
扱
は
れ
て
居
る
傷
害

保
険
の
如
き
は
.
こ
れ
を
猟
逃
法
に
於
り
る
正
同
じ
く
、
人
保
険
乙
し
て
取
扱
ふ
こ
己
が
至
常
で
あ
る
o

然
る
正

、
喝
さ
は
、
財
産
生
命
保
険
の
如
き
は
、
こ
れ
を
強
い

τ損
害
保
険
ご
い
ふ
の
非
論
理
を
般
て
な
す
の
要
な
〈
‘
財
産

保
険
正
し
て
正
賞
な
る
取
扱
ひ
の
下
に
世
〈
こ
ご
を
得
る
の
で
あ
る
。
〔
完
〕
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